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○長崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

平成９年３月２８日 

規則第３１号 

改正 平成１２年 ３月３１日規則第 ９７号 

平成１２年１２月２８日規則第１４８号 

平成１４年 ３月２９日規則第 ４７号 

平成１６年 ３月１５日規則第 １４号 

平成１７年 ３月３１日規則第 ３９号 

平成１８年１０月 ２日規則第 ９７号 

平成２８年３月３１日規則第４７号 

令和３年３月３１日規則第３７号 

令和７年５月１９日規則第５３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」

という。）の施行について、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令

第１６号。以下「政令」という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３

７年建設省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

   （令7規則53・一部改正） 

（試掘等の許可） 

第２条 法第６条第１項の規定による許可を受けようとする者は、障害物の伐除・土地の試

掘等許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の許可をしたときは、障害物の伐除・土地の試掘等許可証（第２号様式）

を申請者に交付するものとする。 

   （令7規則53・一部改正） 

（身分証明書） 

第３条 法第７条第１項（法第２４条第２項、第４３条第２項又は第４８条において準用す

る場合を含む。）及び第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（第３号様式）

とする。 

   （令7規則53・全改） 

（許可申請書の添付書類） 



2 

 

第４条 省令第７条第１項第１２号及び第２項第１０号並びに第６３条第１項第２号及び

第２項第２号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 申請に係る土地の区域の求積平面図 

⑵ 工事主の資力及び信用に関する申告書（第４号様式） 

⑶ 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書 

⑷ 工事主が工事によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合に

あっては、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１項の免許を受け

ていることを証する書類 

⑸ 工事主が個人の場合にあっては、最近３年の所得税の納税証明書 

⑹ 工事主が法人の場合にあっては、最近３年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、

株主（社員）資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書及び事業経歴書 

⑺ 工事施行者の能力に関する申告書（第５号様式） 

⑻ 工事施工者が法人の場合にあっては、登記事項証明書、事業経歴書及び建設業法(昭

和２４年法律第１００号)第３条第１項の許可を受けていることを証する書類 

⑼ 宅地造成等の施行同意書（第６号様式） 

⑽ 法第１２条第２項第４号又は第３０条第２項第４号の規定により同意を得た者の印

鑑証明書 

⑾ 申請に係る土地の登記事項証明書及び土地の公図の写し 

⑿ 設計者の資格に関する申告書（第７号様式）（政令第２１条各号（政令第３１条第２

項の規定において準用する場合を含む。）に掲げる措置に係るものに限る。） 

⒀ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

   （令7規則53・全改） 

（工事の工区分割の申請） 

第５条 法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を受けようとする工事主は、当該許可

に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第７条第１項第１号又は第２項第１号

の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。 

   （平18規則97・一部改正、令7規則53・全改） 

（工事着手の届出） 

第６条 法第１２条第１項若しくは第３０条第１項の許可を受けた工事主又は法第２７条

第１項の届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る工事に着手したときは、速やかに

工事着手届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 
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   （平18規則97・追加、令7規則53・一部改正） 

（災害発生のおそれがないと認められる工事） 

第７条 省令第８条第９号及び第１０号ロの規定により規則で定める値は、５０センチメー

トルとする。 

   （令7規則53・追加） 

（不許可通知書） 

第８条 法第１４条第２項又は第３３条第２項の規定による不許可の通知は、不許可通知書

（第９号様式）により行うものとする。 

   （令7規則53・追加） 

（協議の申出） 

第９条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市（以下「国等」という。）が、法第１５

条第１項又は第３４条第１項の規定により協議を行おうとするときは、宅地造成又は特定

盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（第１０号

様式）の正本及び副本に、それぞれ省令第７条第１項各号(第７号から第９号まで及び第

１２号を除く。第１２条において同じ。)及び第４条各号（第２号から第６号まで及び第

８号を除く。以下この項及び第１２条において同じ。）の書類を添付し、土石の堆積に関

する工事にあっては土石の堆積に関する工事の協議書（第１１号様式）の正本及び副本に、

それぞれ省令第７条第２項各号(第５号から第７号まで及び第１０号を除く。第１２条に

おいて同じ。)及び第４条各号の書類を添付して、市長に提出しなければならない。この

場合において、当該協議に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区の位置、

区域及び規模を明示するものとする。 

２ 市長は、法第１５条第１項又は第３４条第１項の協議が成立したときは、当該協議をし

た者に対し、前項の協議書の副本に所要事項を記載した上で、協議成立通知書（第１２号

様式）により通知する。 

   （平18規則97・追加、令7規則53・旧第7条繰下・一部改正） 

（工事の変更許可） 

第１０条 法第１６条第１項又は第３５条第１項の許可を受けようとする工事主は、当該許

可に係る工事のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては省令第３７条第１

項又は第６７条第１項の書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付し、

土石の堆積に関する工事にあっては省令第３７条第２項又は第６７条第２項の書類のほ

か、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならな
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い。 

２ 第８条の規定は、前項の変更の不許可の通知について準用する。 

   （平18規則97・追加、令7規則53・一部改正） 

（工事の軽微な変更届出） 

第１１条 法第１６条第２項又は第３５条第２項の規定による届出は、工事の変更届出書

（第１３号様式）によるものとする。 

   （平18規則97・追加、令7規則53・一部改正） 

（工事の変更協議の申出） 

第１２条 国等が、法第１６条第３項において準用する法第１５条第１項又は法第３５条第

３項において準用する法第３４条第１項の規定により変更の協議を行おうとするときは、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事

の変更協議書（第１４号様式）の正本及び副本に、それぞれ省令第７条第１項各号及び第

４条各号の書類のうち計画の変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付し、土石の堆積

に関する工事にあっては土石の堆積に関する工事の変更協議書（第１５号様式）の正本及

び副本に、それぞれ省令第７条第２項各号及び第４条各号の書類のうち計画の変更に係る

事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 第９条第２項の規定は、前項の変更の協議について準用する。 

   （平18規則97・追加、令7規則53・全改） 

（工事の中止・廃止・再開の届出） 

第１３条 法第１２条第１項若しくは第３０条第１項の許可を受けた工事主又は法第２１

条第１項若しくは第３項、第２７条第１項又は第４０条第１項若しくは第３項の届出をし

た工事主は、当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を再

開しようとするときは、速やかに工事中止・廃止・再開届出書（第１６号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第１５条第１項又は第３４条第１項の協議が成立した工事について準

用する。 

   （令7規則53・追加） 

（工事の完了検査等） 

第１４条 法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を受けた工事主は、当該許可に係る

工事を完了したときは、省令４０条の完了検査申請書又は省令第４３条の確認申請書に工

事の完了の概要が分かる写真を添付して、市長に提出しなければならない。 
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２ 市長は、第５条の規定により工区を分けて法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可

を受けた工事の一部が完了した場合において、当該工区の土地が独立して使用に供しうる

ものであり、かつ、工区の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、工事主の

申請により、当該工区について、法第１７条第１項又は第３６条第１項の規定による工事

完了検査又は法第１７条第４項又は第３６項第４項の規定による工事完了確認を行うこ

とができる。 

３ 前項の申請を行おうとする工事主は、一部完了検査（確認）申請書（第１７号様式）に

完了した工区部分を明示した図面及び完了の概要が分かる写真を添えて市長に提出しな

ければならない。 

４ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、法第１３条第１項又

は第３１条第１項の規定に適合していると認めるときは、一部完了検査（確認）済証（第

１８号様式）を工事主に交付するものとする。 

５ 前項の一部完了検査（確認）済証の交付を受けた工事主は、その交付を受けた日から法

第１７条第２項又は第３６条第２項の検査済証又は法第１７条第５項又は第３６条第５

項の確認済証の交付を受けるまでの間、前項の一部完了検査（確認）済証の交付を受けた

旨を表示する標識（第１９号様式）を工事現場の見やすい場所に掲示するものとする。 

   （平12規則97・一部改正、平18規則97・旧第10条繰下・一部改正、令7規則53・旧

第13条繰下・一部改正） 

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付申請） 

第１５条 省令第８８条の規定による証明書の交付を求めようとする者は、宅地造成又は特

定盛土等に関する工事許可等証明申請書（第２０号様式）又は宅地造成又は特定盛土等に

関する工事でない旨の証明申請書（第２１号様式）に、市長が必要と認める書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

   （平12規則97・一部改正、平18規則97・旧第10条繰下・一部改正、令7規則53・一

部改正） 

（工事の定期報告等） 

第１６条 法第１９条第１項又は第３８条第１項の規定による報告をしようとする工事主

は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地

造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（第２２号様式）に、省令第４８条第１項

又は第７８条第１項に規定する書類を添付し、土石の堆積に関する工事にあっては土石の

堆積に関する工事の定期報告書（第２３号様式）に、省令第４８条第２項又は第７８条第
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２項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 工事主は、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表中欄に掲げる工程のいずれか

に該当するに至つたときは、その都度、速やかに、同表右欄に掲げる報告事項について、

その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料により作成した報告書を市長に

提出しなければならない。 

工事の種類 工程 報告事項 

擁壁工事（高さが3

メートル以下のも

のを除く。） 

(1) 間知石積み造その他の練積み

造の擁壁の床堀りが完了したと

き。 

(2) 間知石積み造その他の練積み

造の擁壁の基礎工事が完了したと

き。 

(3) 間知石積み造その他の練積み

造の擁壁の築造の高さが全体の高

さのおよそ2分の1に達したとき。 

(4) 鉄筋コンクリート造の擁壁の

基礎の配筋が完了したとき。 

(5) 鉄筋コンクリート造の擁壁の

壁体の配筋が完了したとき。 

(6) その他市長が必要と認めると

き。 

(1) 擁壁の水抜穴及びその周辺 

(2) 間知石積み造その他の練積み

造の擁壁の壁体の厚さ又は組積

材及び裏込めコンクリートの厚

さ 

(3) 鉄筋コンクリート造の擁壁の

基礎ぐいの耐力並びに基礎及び

壁体の配筋 

盛土工事 (1) 段切りその他の措置が完了す

るとき。 

(2) 排水施設を布設するとき。 

(3) その他市長が必要と認めると

き。 

(1) 急傾斜に盛土する場合におけ

る盛土前の段切その他の措置 

(2) 暗渠排水管の施行状況 

その他市長が指定

する工事 

市長が必要と認める工程 市長が必要と認める事項 

３ 工事主は、前項に掲げる工事について、当該工事に着手する日の２日前までに工程届を

市長に提出しなければならない。 

   （平16規則14・旧第13条繰下、平18規則97・旧第14条繰下、令7規則53・旧第17条
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繰上・一部改正） 

（擁壁及び崖面崩壊防止施設の代替措置） 

第１７条 政令第２０条第１項の規定により、河川、池、沼等の水面又は農地、採草農牧地、

森林その他これらに類する場所に接する崖面において、市長が災害の防止上支障がないと

認めるときは、政令第８条（政令第１８条又は第３０条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による擁壁又は政令第１４条（政令第１８条又は第３０条第１項において準

用する場合を含む。）の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次に掲げるいずれ

かの工法とすることができる。 

⑴ 石積み工 

⑵ 編柵工、筋工又は積苗工 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が災害の防止のため適当と認める工法 

   （平12規則97・全改、平16規則14・旧第14条繰下、平18規則97・旧第15条繰下・一

部改正、令7規則53・旧第18条繰上・一部改正） 

（技術的基準の付加） 

第１８条 政令第２０条第２項（政令第３０条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により付加する技術的基準は、次に掲げる措置とする。 

⑴ 盛土又は切土をした後の地盤に崩壊が生じないよう市長が別に定める技術的基準に

より、小段の設置その他適切な措置が講ぜられていること。 

⑵ 政令第１６条第１項第３号の規定による排水施設の管渠の勾配及び断面積において、

市長が別に定める土地の目的の区分及び数値により算定した雨水その他の地表水又は

地下水の流水量を支障なく流下させることができる措置が講ぜられていること。ただし、

土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長がやむを得ない理由があると認める場合

は、この限りでない。 

   （令7規則53・追加） 

（届出工事の変更届出） 

第１９条 法第２１条第１項又は第４０条第１項の規定による届出をした工事主は、当該届

出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書

（第２４号様式）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出し

なければならない。 

２ 法第２１条第３項又は第４０条第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係

る事項を変更しようとするときは、擁壁等に関する工事の届出の変更届出書（第２５号様
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式）に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

３ 法第２１第２項又は第４０条第２項の規定は、前２項の届出について準用する。 

４ 法第２８条第１項の規定による変更の届出をしようとする工事主は、当該変更の届出に

係る工事のうち特定盛土等に関する工事にあっては省令第６１条第１項の書類のほか、当

該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付し、土石の堆積に関する工事にあっては同

条第２項の書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提

出しなければならない。 

   （令7規則53・追加） 

（届出工事の完了届） 

第２０条 法第２１条第１項若しくは第３項、第２７条第１項又は第４０条第１項若しくは

第３項の届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届

（第２６号様式）に工事の完了の概要が分かる写真を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

   （令7規則53・追加） 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

第１号様式から第１４号様式までを次のように改める。 

   （平16規則14・旧第15条繰下、平18規則97・旧第16条繰下、令7規則53・旧第19条繰

下・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第97号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年12月28日規則第148号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日規則第47号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市宅地造成等規制法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要
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の整備をして使用することができる。 

附 則（平成16年３月15日規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第39号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年10月２日規則第97号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市宅地造成等規制法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要

の整備をして使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第47号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。 

(1)から(13)まで 略 

(14) 長崎市宅地造成等規制法施行細則 

附 則（令和３年３月31日規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和７年５月19日規則第53号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年５月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市宅地造成等規制法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要

の調整をして使用することができる。 


